
（２）国民健康保険制度の概要について
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　 ○強制適用事業所

特定の事業で常時５人以上を使用する事業所

○任意適用事業所

　

意と厚生労働大臣の認可

　

　

　

　

　

共済組合

①　日本の公的医療保険

被用者保険 一般被用者保険

全国健康保険協会管掌健康保険

（協会けんぽ）

特定被用者保険 船員保険

地域保健 国民健康保険

後期高齢者医療制度

2008(平成20)年4月創設

職域保険

自営業者保険 国民健康保険組合

健康保険組合

75歳未満で被用者保険に加入していない方

○75歳以上の方

○65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方

同種同業者とその家族（全国で158組合）

（同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事

　業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立）

船員とその扶養家族

公務員、私学教職員とその扶養家族

大企業の会社員とその扶養家族

（常時700人以上の従業員がいる事業所が厚生

　労働大臣の認可を得て設立）

中小企業の会社員とその扶養家族

強制適用事業所以外で従業員の半数以上の同

我が国では、1958(昭和33)年に国民健康保険法が全面改正され、61（昭和36)年に全国の市町村で国民健康保険事業が始まり、全ての国民が何ら

かの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う国民皆保険（かいほけん）制度が確立されました。



このような方が加入します

お店などを経営して
いる自営業の方

農業や漁業を営んで
いる方

退職して職場の健康
保険などをやめた方

パートやアルバイト
をしていて職場の健
康保険に加入いてい
ない方

３か月を超えて日本
に滞在するものと認
められた外国籍の方
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② 各保険者の比較

出典：厚生労働省 「我が国の医療保険について」
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出典：国民健康保険中央会 「国保のすがた」
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2018(平成30)年度から、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担うこととなりまし
た。その上で、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営などといっ
た国保運営の中心的な役割を担っています。
令和５年度における市町村国保の収支状況を見ると収入総額に占める保険料の割合は18.7％となっており、
国保財政はその多くが国、都道府県、市町村からの公費や被用者保険からの前期高齢者交付金等によって
賄われています。

③ 財政
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令和６年度 酒田市国民健康保険特別会計決算
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